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１． はじめに 

 

全国のチームにおきまして運用中の登録申請システムは、当初基本情報の登録だけでしたが、昨年

度に各種「登録証」の発行機能の追加等の大きな機能追加を経て現在に至っております。これもひ

とえに各チーム、支部、あるいはブロック役員のご協力の賜物と委員会一同感謝しております。 

昨年度の機能追加により従来とは若干ことなる書類の流れや登録事務となりました。 

ようやくこの手続きに慣れてきたころと思いますが、今年度はさらなる利便性の向上を目的としまして

主として下記の機能の追加と処理対象の追加を実施いたします。 

つきましては、本書を「簡易マニュアル」とさせていただきまして皆様の登録事務の一助としていただけ

ればと存じますのでよろしくお願いいたします。 

 

今回のバージョンアップにより、各チームにおける処理の流れはほとんどといっていいくらい変わりません。 

大きな変更点は昨年度までシステム処理に乗っていなかった「支部登録審判員」を含む「支部役員」

を登録対象としたことです。 

 

各チームにおきましても若干の変更点がありますので、下記にポイントのみ箇条書きにまとめます。 

 

 

２． 支部役員（指導者）情報の入力と申請書出力 

【支部役員の登録について】 

支部登録審判員を含む支部長・副支部長などの「支部役員」を下記の区分としてチェックボックスを

クリックすることで区分をシステムに登録することにしました。 

これもチーム同様に「登録証が必要な指導者のみ」入力をしてください。 

 

 

 

一般の支部役員と支部登録審判員はシステム上内部処理が異なります。 

支部登録審判員には一般の指導者に対する指導者登録申請書にあたる「支部審判員名報告書」

が自動で出力できるようになります。 

 

指導者情報入力時には、支部長、副支部長のいわゆる支部役員と「審判長」以下の審判部役員



を一緒に入力します。できれば審判員はまとめて続けて入力するのがいいでしょう。 

システム側が自動で審判員のみ抽出して「支部審判員報告書」にまとめて出力が可能です。 

◆支部役員の申請書の出力 

 

 

◆支部登録審判員の報告書出力 

指導者情報編集画面から審判員氏名と区分（BL-1 など）その他必要事項を入力、更新後に上

図の赤枠にある「審判員名報告」ボタンを押します。 

 

 

 

支部で取りまとめて連盟に送付願います。 

 

３． チームにおける今年度からの新しいルール 

【チームにおける処理の変更点】 

処理の流れは昨年度までと全く変わりません。 

ただし、変更点として「チームの区分」を設けたことです。これは小・中学生の部に対応します。 

従来チームの基本情報を入力しますと「チーム登録申請書」が自動で出力されました。 

しかし、実際には中学生の部の場合、「レギュラー」「ジュニア」「1 年生」の種別を設けているチームが

あります。それらのチームの「チーム責任者証」に対応するために入力画面に上記の区分を設けました。

小学生の部については「1 年生」はありません。 

最大で 3 枚のチーム責任者証が承認後に発行可能になります。（小学生の部は 2 枚） 

しかし、その区分ごとに課金されますのでご注意ください。 

 
※画面起動時にはレギュラーがデフォルトで選択☑されています。 



 

４． 今年度から追加された便利な機能について 

 

◆住所欄の郵便番号検索機能 

各種情報入力画面において郵便番号欄に半角数字で 7 ケタの番号を入れていただきますと住所欄

に町名までが自動で表記されます。 

 

 

 

 

◆個別の指導者登録申請書（A4 タテ 写真を貼付して提出するもの）をチーム、支部とも指導者

情報編集画面上部から PDF 出力できるようになりました。 

経歴や球歴などに関しましても指導者情報入力の際に追加入力できるようになりました。 

2014 年 1 月 16 日入力分から利用いただけます。 

 

 

 

 

これにより、指導者の個別申請書にも入力内容が反映され、この情報は次回入力時まで保持され

ます。 

 

５． システム運用上の注意事項 

◆このシステムを運用するのにあたり、iPhone、アンドロイドなどのスマートホン経由での入力・登録は

行わないでください。データベースの破損を起こしたことがあります。 

◆指導者の個別申請書について、チーム、支部指導者ともに申請書の氏名欄の下に捺印箇所が

1 か所あります。捺印をお願いします。 

◆支部役員の届出書（リスト表示）に関しまして現状では支部住所は「支部長」の登録住所が表



示されます。しかしながら「事務局住所」を別途設けている支部もあることから、支部において「事務

局住所」を別途明記したい場合はお手数ですが、申請書の欄外に手書きもしくはスタンプ印で表記

をお願いいたします。 

 

６． 本件に関する問い合わせについて 

従来と同様に下記までメールにてお問い合わせください。 

help@boysleague.jp 

 

なお、問い合わせの際には 

◆正式チーム名（名称変更している場合は元のチーム名称も） 

◆6 ケタのチーム番号 

◆チームのパスワード 

 

支部の問い合わせに関しましても同様です。 

 

なにとぞ、ご協力のほどお願いいたします。 

 

 

 

全国 IT 委員会 


